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【模式図】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※1 解任は、会社法第 340 条第１項に該当した場合とする。 

※2 代表取締役社長は、内部監査室より代表取締役社長および常勤監査役に報告した重要事項などを、取締役会へ報告します。 

※3 取締役本部長は、担当部署および執行役員を監視・監督し、必要に応じて取締役会へ報告します。 
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